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   豊明市議会基本条例 逐条解説版

 豊明市議会基本条例（平成２３年豊明市条例第１２号）の全部を改正する。

目次

 前文

 第１章 総則（第１条・第２条）

 第２章 議会及び議員の活動原則等（第３条－第１２条）

 第３章 議会と市民との関係（第１３条－第１８条）

 第４章 議会と行政との関係（第１９条－第２６条）

 第５章 議会の機能充実（第２７条－第３５条）

 第６章 補則（第３６条）

 附則

 豊明市民（以下「市民」という。）から選挙で選ばれた議員により構成される

豊明市議会（以下「議会」という。）は、二元代表制の下、その一翼を担い、市

長その他執行機関（以下「市長等」という。）との持続的かつ適切な緊張関係を

保持し、行政執行の評価・監視機能、立法機能並びに政策立案及び提言等の機

能を十分発揮し、豊明市の発展と市民福祉の向上を図る責務を有している。 

 平成１２年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

（平成１１年法律第８７号）の施行に始まる地方分権の進展に伴い、自治体の

自己責任及び自己決定の範囲が拡大され、議会の果たすべき役割は、ますます

大きくなってきている。

 このような状況下において、議会及び議員は、より一層市民からの信頼に応

えるため、積極的な情報公開を通じて説明責任を果たすとともに、議員相互の

自由闊達な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにして、政策立案及び提

言等を積極的に行うことができる政策形成機能の向上を図っていかなければな

らない。

 更に議会は、こうした時代変革を認識し、開かれた議会を目指し、取り組ん

できた議会改革を継続発展させなければならない。

 よってここに、議会は市民の信頼に応え、活力あふれる議会活動を実践して

いくことを決意し、議会及び議員の活動原則の基礎となる最高規範として、こ
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の条例を制定する。

【解説】 

豊明市議会は平成２３年に議員提案で制定した豊明市議会基本条例に基

づき、議会活動を展開してきましたが、地方分権の進展により自治体の自治

の範囲が拡大する中、議会の責任や果たす役割の重要性は増してきていま

す。 

このような時代変革を踏まえ、豊明市民に開かれた議会を目指し、議会改

革を継続的に展開するために、さらには議会の監視機能や政策形成機能を強

化し、市民の負託に真摯に応えていくため、豊明市議会基本条例を見直し、

改めて、議会における最高規範を制定することとします。

   第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、議会及び議員の責務の明確化と資質の向上のために必要

な事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応

え、市民福祉の向上と持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目

的とする。

【解説】 

この議会基本条例は、議会と議員の責務の明確化と資質の向上を図ること

によって、市民の福祉の向上と持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与する

ことを目的としています。 

（最高規範性）

第２条 この条例は、議会の最高規範であり、議会及び議員は、この条例を遵

守して議会を運営しなければならない。

２ 議会は議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合、この

条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならな

い。

３ 議会は、議員がこの条例を理解するため、選挙を経た任期開始後、速やか

にこの条例に関する研修を行わなければならない。



- 3 - 

【解説】 

この条例は、豊明市議会にとっての最上位の行動や判断の基準であり、条

例や規則、申し合わせなどを制定、改正する場合は、この条例に反しないよ

う、この条例の趣旨を尊重することを定めています。 

また、議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則などの

規定を遵守することを定めています。さらに、議会は議員に対し、この条例

を周知、理解するため選挙を経た後、速やかにこの条例に関する研修を行う

こととします。なお、研修講師は２期以上の議員が担当します。

   第２章 議会及び議員の活動原則等

 （議会の活動原則）

第３条 議会は、次に掲げる事項を活動原則とする。

 （１） 公正性、透明性、信頼性を重んじた市民に開かれた議会及び市民参

加を不断に推進する議会を目指すこと。

 （２） 市民の代表機関であることを常に自覚し、市長等の市政運営状況等

を監視すること。

 （３） 市政等の調査研究を通じて、政策立案及び政策提言に努めること。

 （４） 合議制の機関であり言論の府であることを認識し、議員相互の討議

による運営を行い、議論を尽くした上で合意形成を図ること。

 （５） 豊明市議会委員会条例（平成３年条例第２８号）、豊明市議会会議規

則（平成２年議会規則第１号）、議会における先例又は申し合わせ事

項等を常に精査し、議会機能の更なる向上を目指すこと。

【解説】 

議会の活動原則として、５つを定めています。①開かれた議会と市民参加

の推進、②市政の監視、③政策立案・政策提言、④合議制であること、⑤議

会機能の更なる向上を目指すこと。

 （議員の活動原則）

第４条 議員は、次に掲げる事項を活動原則とする。

 （１） 議員間の自由な討議を重んじ、積極的な発言、議論等を行うこと。
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 （２） 資質の向上を図り、誠実かつ公正に職務を遂行すること。

 （３） 議会活動について市民への説明責任を果たすとともに、市民の多様

な意見を的確に把握し、市政に反映させること。

 （４） 議会の構成員として、特定の地域及び団体の代表にとどまらず、市

民全体の福祉の向上を目指すこと。

【解説】 

議員の活動原則として、４つを定めています。①自由な討議を重んじるこ

と、②誠実・公正に職務を遂行すること、③市民への説明責任を果たすこと、

市民の意見を反映させること、④特定の地域や団体の代表にとどまるのでは

なく、市民全体の福祉の向上を見据えた活動をすること。

 （議員の政治倫理）

第５条 議員は、市民の負託を受けたものとしてその使命と責務を深く認識し、

自らの人格と倫理の向上に努め、品位を保持しなければならない。

２ 議員の政治倫理については、別に定める。

【解説】 

議員は、その使命と責務を深く認識し、市民からの期待に応え、その責務

を果たすため、倫理観の向上に努めることを定めています。具体的な事項は、

「豊明市議会議員政治倫理要綱」で定めています。 

 （議員定数）

第６条 議員定数については、別に条例で定める。

２ 議員定数の改正に当たっては、市の現状と課題並びに将来予測、展望等を

十分に勘案するとともに、幅広い市民の意見を聴取するものとする。この場

合においては、参考人制度又は公聴会制度を活用することができる。

【解説】 

議員定数は、「豊明市議会の議員の定数を定める条例」で定めています。

議員定数の改正に当たっては、他市との比較なども踏まえた上で、本市の財

政状況や人口動態など現状と課題、将来の予測や展望などを踏まえ総合的に

検討し、幅広く市民の意見を聴取し決定するものとしています。また、参考
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人制度、公聴会制度を活用することができるとしています。

 （議員報酬）

第７条 議員の報酬については、別に条例で定める。

２ 議員報酬の改正に当たっては、豊明市特別職報酬審議会の意見のほか、市

の現状と課題並びに将来予測、展望等を十分に勘案するとともに、幅広い市

民の意見を聴取するものとする。この場合においては、参考人制度又は公聴

会制度を活用することができる。

【解説】 

議員報酬は、「豊明市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例」で定めています。議員報酬の改正に当たっては、豊明市特別職報酬審

議会の意見のほか、本市の財政状況や人口動態など現状と課題、将来の予測

や展望などを総合的に勘案するとともに、幅広く市民の意見を聴取し決定す

るものとします。また、参考人制度、公聴会制度を活用することができると

しています。

 （会派）

第８条 議員は、議会活動を円滑に行うため、会派を結成することができる。

２ 会派は、政策立案及び政策提言等のため調査研究を行うことができる。

３ 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行

い、合意形成に努めるものとする。

４ 会派に関し必要な事項は、別に定める。

【解説】 

議員は、より充実した議会活動ができるよう会派を結成できることとして

います。また、政策立案や政策提言に資するため会派単位で調査活動ができ

ることを定めています。 

会派の役割として、効率的な議会運営を行うため会派間で調整することに

よって、円滑で効率的な議会運営に努めることとしています。 

会派の具体的な取り扱いは別に定めています。
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 （政務活動費）

第９条 議員は、政務活動費を有効に活用し、市政等の調査研究及び政策立案

等に資するものとする。又、政務活動費の使途は公開し、透明性を確保しな

ければならない。

２ 政務活動費の使途に対する市民への説明責任は議員が負うものとする。

３ 政務活動費の交付に関しては、別に条例で定める。

４ 政務活動費の交付の改正に当たっては、議会の役割及び活動状況等を踏ま

え、十分に検討するものとする。

【解説】 

政務活動費は、「豊明市議会政務活動費の交付に関する条例」に定めてい

ます。政務活動費の支出は、領収書などの証拠書類の公開などにより、その

使途の透明性を確保することを定めています。また、市民に対する説明責任

は議員にあることを明確にしています。改正する場合は議会内で十分検討す

ることとしています。

 （議長及び副議長）

第１０条 議長は、議会を代表し、中立的、かつ、公平な立場において職務を

行い、議会の秩序並びに品位の保持に努め、民主的な議会運営を行わなけれ

ばならない。

２ 副議長は、議長を補佐し、議長の職務の遂行に寄与しなければならない。

３ 議長及び副議長の選出に際し、対象となる議員は選挙に先立って所信表明

を行うものとする。

【解説】 

議長は、議会運営に当たって、中立・公平かつ民主的に行わなければなら

ないこと、また、議会を代表していることから品位の保持に努めなければな

らないことを定めています。副議長は議長の補佐役であることを定めていま

す。議長・副議長の選出に当たっては、選挙の透明性を高めるため事前に就

任後の抱負などを表明していることから、現行を条文化したものでありま

す。 

議会における議長・副議長選挙は地方自治法第１０３条において「議員の



- 7 - 

中から選挙する」と定められ、その手続きは第１１８条において公職選挙法

の規定が準用、議員全員が候補者となり得ることから、立候補した議員だけ

が議長・副議長選挙の対象となる立候補制度を採用するものではありませ

ん。 

 （災害時の議会対応）

第１１条 議会は、災害時においても、議会機能を維持するよう努めるものと

する。

２ 災害時の議会及び議員の行動等に関しては、別に定める。

【解説】 

議会は大規模災害などの非常時においても、二元代表制の趣旨に則り、議

事・議決機関並びに市民の代表機関として、迅速な意思決定と多様な市民ニ

ーズの反映に資するという議会の機能を維持するよう努めることを定めて

います。また、災害時の議会の行動基準に関しては、「豊明市議会災害時対

応マニュアル」に定めています。 

 （通年議会）

第１２条 議会は、定例会の回数を年１回とし、会期を通年とする。

２ 議会の会期を通年とするための必要な事項は、別に定める。

【解説】 

会期を通年とすることで、議長により、速やかに本会議を開くことができ、

緊急の行政課題に対応することができます。また、常任委員会は所管事務調

査などの活動を通年で実施できます。

   第３章 議会と市民との関係

 （市民への情報公開、意見交換及び情報発信）

第１３条 議会は、次に掲げる事項の市民への情報公開、意見交換及び情報発

信を行うものとする。

 （１） 市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を果たすこ

と。
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 （２） 市民との意見交換の機会を多様に設け、市民の意見を議会及び議員

の政策立案に反映させること。

 （３） 本会議及び委員会の会議を原則公開とし、市民の傍聴等を促進する

積極的な取り組みを進めること。

 （４） 議会は、議案等に対する各議員の表決を議会広報等で公表する等、

議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に

努めること。

【解説】 

議会は市民に対し、①積極的に情報発信し説明責任を果たすこと、②市民

との意見交換を多様に設け、政策立案に反映させること、③会議・委員会は

原則公開とすること、④議案などに対する議員の表決を情報提供することを

定めています。 

 （参考人及び公聴会制度）

第１４条 議会は、本会議及び委員会（常任委員会、議会運営委員会及び特別

委員会）においては参考人制度及び公聴会制度を活用して、専門的又は政策

的な識見等を議会の討議に反映させることができる。

【解説】 

市民、利害関係者、学識経験者などの意見を本会議及び委員会で述べる機

会を確保できることとし、それらの意見を討議に反映させ、政策水準の向上

を目指すこととします。 

 （請願及び陳情趣旨の聴取）

第１５条 議会は、請願及び陳情を市民の政策提案と位置付け、その審議及び

調査に当たっては、請願及び陳情の趣旨を十分に理解するために、提出者が

希望した場合は、意見聴取の機会を設けることができる。

【解説】 

請願・陳情は、分権時代にふさわしい政策提案という位置付けに変え、提

出者の意見を聴く機会を設けるようにしています。 
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 （広報広聴機能の充実）

第１６条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、その諸活動に関し多

様な媒体を活用して積極的な広報及び広聴に努めるとともに、それらの活動

を通じて得られた市民の声を議会活動に反映するよう努めるものとする。

【解説】 

議場や委員会の傍聴だけではなく、インターネット配信、議会だより、ホ

ームページなど多様な媒体を活用して積極的な広報及び広聴に努め、市民の

声を議会活動に反映するように努め、市民に開かれた議会の実現を目指すこ

とを定めています。 

 （市民意見の把握）

第１７条 議会は、市民等の多様な意見を把握し、市政に反映させるため、次

の各号に掲げる事項のうち事案に応じて必要なものを用いるものとする。

 （１） 市民との意見交換会・議会報告会の定期的な実施

 （２） アンケート調査等の実施

 （３） パブリックコメント手続の実施

【解説】 

開かれた議会を目指し、市政に関する市民の多様な意見、諸課題などを把

握し、市政に反映させるため、市民との意見交換会、議会報告会、アンケー

ト調査など、事案に応じ必要なものを実施することができるよう定めていま

す。 

これまでの議会報告会は、年１回程度を定期的に開催していましたが、こ

れからは、議会と地域、諸団体とが自由に意見交換できる「市民との意見交

換会」も加えていきます。その中で議会報告を行うとともに市政に関する諸

課題を広く意見交換し、市政へ反映していきます。 

市民からの意見の把握方法として事案に応じ、アンケート調査なども実施

することができることを定めています。 

パブリックコメント手続きは、議会に関する基本的な政策などを策定する

とき、市民の意見の把握方法として、パブリックコメント手続きを行うこと

ができることを定めています。基本的な政策には広く市政全般にわたるもの
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も含まれます。 

市民との意見交換会の具体的な取り扱いは別に定めています。また、パブ

リックコメント手続き、アンケート調査の具体的な取り扱いはその都度定め

ることとします。 

 （議会モニター）

第１８条 議会は、議会運営に関する市民の意見を広く聴取し、議会に反映さ

せるため、必要に応じて議会モニター等を設置することができる。

【解説】 

市民から、議会を傍聴しての意見や議会だよりなどに関する意見を議会運

営に反映させるため、議会モニターを設置することができることを定めてい

ます。

   第４章 議会と行政との関係

 （議員と市長等との関係）

第１９条 議員と市長等は、議会審議において、緊張関係を保持するものとす

る。

２ 議員の市長等に対する質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明

らかにするため、一括質問一括答弁方式のほか、一問一答の方式で行うこと

ができる。

【解説】 

市長と議員はともに市民から直接選挙で選ばれた代表者であり、議会は市

長などによって効率的な行政運営が行われているかなどについて、監視する

役割を担っています。したがって、議会審議においては、議員と市長は対等

な関係で、適切な緊張関係を保持することを定めています。 

議員から市長などに対する一般質問は、市政の課題に関する論点や争点を

明確にするため、一括質問一括答弁方式のほか一問一答の方式で行うことが

できることを定めています。

 （反問権）
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第２０条 本会議又は委員会において、議員の質問及び質疑に対し論点を明確

にし、議論を深めるため、市長等は、議長又は委員長の許可を得て、反問す

ることができる。

２ 反問権に関する必要な事項は、別に定める。

【解説】 

市長などは議会の審議において、議員からの質問に答えるだけではなく、

論点を明確にし、議論を深めるため、議長または委員長の許可を得て、質問

をした議員に対して、反問できることを定めています。反問権に関する取り

扱いは別に定めています。 

 （政策形成過程の説明）

第２１条 議会は、市長等が提案する重要な計画、政策、施策、事業等（以下

「政策等」と言う。）について、政策等の水準の向上を図るため、市長等に対

し、次の各号に掲げる事項の情報を明らかにするよう求めることができる。

 （１） 政策等を必要とする背景、目的及び効果

 （２） 総合計画等における根拠又は位置付け

 （３） 関係ある法令及び条例等

 （４） 政策等の実施に係る財源措置及びコスト計算

 （５） 前項に掲げるもののほか議会が必要と認める情報

【解説】 

議会は、市長などが議会に重要な政策などを提案するとき、議案審議の議

論が深められるよう、その背景・目的・効果、総合計画などとの関係などに

ついての資料の提出を求めることができることを定めています。 

 （予算及び決算における説明資料）

第２２条 議会は、市長等に対し、予算及び決算を議会に提出し、議会の審議

に付すに当たっては、前条の規定に準じて、施策別又は事業別の説明資料等

を作成し、提出するよう求めることができるものとする。

【解説】 

議会は、市長などが予算案や決算を議会に提案するとき、議案審議が深め
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られ、かつ効率的な委員会運営が行えるよう、分かりやすい説明資料などの

提出を求めることができることを定めています。 

 （重要な計画の説明）

第２３条 議会は、市長等が次に定める市政に関する重要な計画を策定又は変

更する場合は説明を求めることができるものとする。

 （１） 豊明市における総合計画

 （２） 豊明市都市計画マスタープラン

 （３） 豊明市地域防災計画

 （４） 豊明市高齢者福祉計画

 （５） 豊明市子ども・子育て支援事業計画

 （６） その他重要な計画

【解説】 

計画策定の立案・決定権は当局にありますが、議会も市民の負託に応え、

最良の意思決定を導く共通の使命が課せられていることから、上記に定めた

計画及びその他議会が重要と判断した計画については、市長などに説明を求

めることができることを定めています。 

 （議決事件の追加）

第２４条 議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と言う。）

第９６条第２項の規定により、同条第１項に規定する事件のほか必要な事件

を、議会の議決事件として追加することができる。

２ 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件を追加する場合は、別に条例で

定める。

【解説】 

法第９６条第１項は、条例の制定や改正・廃止、予算の議決、決算の認定

など地方公共団体が議決しなければならない事件が挙げられています。加え

て同条第２項では、議会が議決すべきものを条例により加えることができる

としています。 

これからは議事機関としての機能を十分発揮するため、市民に直結する重
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要な事件を議決事項に加えることができることを定めています。新たに定め

る場合は別に条例で定めることとします。 

 （文書質問）

第２５条 議員は、休会中に政策等をより深く理解するために、議長を経由し

て、市長等に対し文書質問を行うことができる。

２ 文書質問に関する必要な事項は、別に定める。

【解説】

議員は、定例月議会で一般質問することができますが、それに加え休会中

に市長などに対し、文書によって質問し、文書による回答を求めることがで

きることを定めています。 

なお、文書質問は、議長を経由して行うものとし、議員が市長などへ直接

行う権利を与えているものではありません。文書質問に関する取り扱いは別

に定めています。

 （附帯決議への対応）

第２６条 議会は、本会議及び委員会において可決された附帯決議について、

市長等に対し最大限尊重することを求めるとともに、当該附帯決議に関する

事後の状況、対応等を遅滞なく議会に報告するよう求めることができる。

２ 市長等は、予算及び施策の策定過程において、前項の附帯決議を最大限尊

重するものとする。

【解説】 

附帯決議とは、可決された議案に対して付され、予算の執行や条例の施行

に関する議会としての意見や要望を表明するものであることから、市長など

は、議会で決議された附帯決議の内容は最大限尊重するとともに、附帯決議

の内容に関する事後の状況や対応を議会に報告するよう求めることができ

ると定めています。 

   第５章 議会の機能充実

 （議会改革）
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第２７条 議会は、社会環境、経済情勢等の変化、市民のニーズ等に適切かつ

迅速に対応するため、継続的に議会改革に取り組み、議会機能の強化・充実

を図るものとする。

２ 議会は、前項に規定する取り組みを行うための組織を設置することができ

る。

【解説】 

議会はこれまで、さまざまな議会改革に取り組んできました。引き続き現

状に甘んじることなく、社会環境、経済情勢などの変化、市民のニーズなど

に適切かつ迅速に対応するため、今後も、議会に係る条例、規則などは勿論

のこと、議会運営などの申し合わせ事項についても不断に見直し、継続的に

議会改革に取り組むことを定めています。 

また、議会改革を取り組む組織を設置することができることを規定してい

ます。 

 （議会の政策提案）

第２８条 議会は、議会の機能を十分に発揮し、条例の制定又は改廃、議案の

修正、決議等を通じて、市長等に対し、政策を提言することができる。

２ 議会は、前項の政策提案を行うに当たっては、提案理由等を明確に説明し

なければならない。

【解説】 

これまでの議会は、市長などに対する質疑が中心であり、監視機能が中心

でしたが、今後はそれに加え、政策提案や議会から条例制定議案を提出する

など、市の発展に積極的に寄与することとします。 

 （常任委員会の活動）

第２９条 常任委員会は、議案の審査のみならず、様々な市政の課題に迅速か

つ的確に対応するため、所管事務調査及び政策提案を積極的に実施し、その

機能を十分発揮しなければならない。

２ 常任委員会の委員変更後も、所管事務調査及び政策提案を継続する必要が

ある場合は、次の常任委員会へ引き継ぐものとする。
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【解説】 

これまでの常任委員会は、市長などに対する議案質疑が中心でしたが、こ

れからは、所管する様々な政策的課題に迅速に対応し、適切な政策提案を行

うために、所管事務調査を積極的に活用し、委員会機能の充実に努めること

とします。 

常任委員会委員の任期は１年であるため、常任委員会委員の変更後も、所

管事務調査を継続する必要がある場合は、次の常任委員会委員長に引き継ぐ

ことを定めています。

 （議員間討議及び意見集約）

第３０条 議員は、あらゆる会議において、自らの意見、考えを述べるととも

に、他の意見に対しても真摯に耳を傾け、議員間での討議を尽くさなければ

ならない。

２ 議長、委員長等は、議会が議員による討論の場であることを認識し、議員

相互の討議を中心とした運営に努めなければならない。

３ 議長、委員長等は、議員間での討議を中心に会議を運営し、その結果を市

政に反映するよう意見集約に努めるものとする。

【解説】 

前条と同様、これまでの委員会は、市長などに対する質疑が中心でした。

今後は、議長、委員長といった会議の長は、市長などへの質疑に加え、議員

相互の自由討議を活発化することにより、そこで得た結果を市政に反映させ

るための意見集約に努めることとします。 

 （専門的知見の活用）

第３１条 議会は、議案等の審議の充実、政策形成機能の強化及び政策の効果

の評価に資するため、法第１００条の２の規定により、専門的な知識、経験

を有する者の活用を図ることができる。

【解説】 

議会は、法第１００条の２に基づき、議案審議の充実や、政策形成機能の

強化などに資するため、学識経験を有する者などに依頼し、専門的知見を活
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用することができることを定めています。 

 （議員研修の充実強化）

第３２条 議会は、議員の政策立案及び政策提言能力の向上を図るため、各種

議員研修の充実、強化を図るものとする。

２ 議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えるため、他の自治体等を

調査研究するよう努めるものとする。

【解説】 

議員の資質向上及び政策形成、立案能力の向上、さらには、多岐にわたる

政策課題に対応するため、議員提案の研修会の開催、あるいは他の自治体の

事例などを調査研究するなどにより、議員研修を継続的に実施、充実・強化

することを定めています。 

 （議会図書室の充実強化）

第３３条 議会は、議会図書室を管理するとともに、その機能の強化に努める

ものとする。

【解説】 

議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書などの充実に努

め、その有効活用を図るものとします。 

 （議会事務局の体制強化）

第３４条 議会は、議員の政策立案機能及び政策提言機能を高め、議会運営を

円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強

化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。

【解説】 

議会事務局は、法及び条例により議会に設置すると規定されています。議

員には、議員活動を行うにあたってさまざまな調査研究や法制に関する知識

が必要となるため、議員活動を補佐する重要な役割を担っている議会事務局

の機能充実・強化を図ることを定めています。 



- 17 - 

 （議会予算の確保）

第３５条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実

させるため、必要な予算の確保に努めるものとする。

【解説】 

議会は市民から直接選挙で選ばれた二元代表制の一翼を担う議事機関（市

長は執行機関）であることから、議案の審議や先進事例の調査、議員自らの

政策立案能力の向上を目的として開催する研修の充実強化、市民への説明責

任を果たすための広報活動など、議会の使命とその職責を果たすために必要

な予算の確保に努めることを定めています。しかし、予算額については市の

財政状況等を考慮しなければならないとともに、市長の予算編成権を侵すも

のではありません。

   第６章 補則

 （見直し手続き）

第３６条 議会は、この条例の目的が達成されているかについて、任期の中間

年を目途に全議員で検討するものとする。

２ 議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じてこの条例の見直し

を行うものとする。

【解説】 

議員は４年ごとに執行される一般選挙によって入れ替わるため、任期の中

間年を目途に、この条例の目的が達成されているかどうかを全議員で協議

し、その結果によって本条例を適切に見直すことを定めています。 

   附 則

 （施行期日）

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。


